
大田市告示第１８４号 

 

大田市持続可能なまちづくり推進事業総合交付金交付要綱（平成３０年

大田市告示第８３号）の一部を次のように改正する。 

 

令和６年１２月２６日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

第２条第１号中「区域」の次に「及び複数のまちづくりセンターエリア

で協働に取り組む区域」を加え、同条第２号中「認めたもの」の次に「。

ただし、複数のまちづくりセンターエリアで協働に取り組む区域にあって

は、当該エリアのまちづくりセンター長全員が適当と認めたもの」を加え

る。 

別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

１交付の対象となる

活動等 

２交付対象とな

るもの 

３交付限度額 ４対象経費 

①地域ビジョンに基

づく、「持続可能な

まちづくり」に向け

た取組み（仕組みづ

くりのための、調

査、試行等を含む。）

として、「生活機能

の確保」、「生活交

通の確保」、「地域

産業の振興」、「定

地域運営組織 １００万円を

限度とし、交付

額は千円（千円

未満は切捨て）

単位とする。 

左の活動に要する経

費のうち、次の経費

を除外した経費とす

る。 

（１）地域運営組織

の職員にかかる人件

費、賃金等 

（２）食糧費（活動

に必要と認められる

ものを除く。） 



住対策の促進」に取

り組んでいくもの 

②①の実施のために

必要となる施設・設

備等の修繕・改修、

車両及び設備の取

得 

③複数のまちづくり

センターエリアで

協働に取り組む区

域にあっては、①②

についてエリア全

体で取り組むもの

に限る 

（３）地域運営組織

の運営に要する経費 

（４）出資、出損及

び貸付に要する経費 

（５）事務費。ただ

し、市と協議の上で

活動に必要と認めら

れる経費を除く。 

（６）車両購入に伴

う公課費（自動車税、

自動車取得税、自動

車重量税等） 

（７）その他市長が

不適当と認める経費 

 

附 則 

この告示は、令和６年１２月２６日から施行する。 


